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農地の貸借等の手続について農地の貸借等の手続について

農地を転用する場合は、
愛媛県知事の許可が必要です！！

農地の無断転用は法律違反です！！

第26回 JAえひめ中央ぶどう果実品評会第26回 JAえひめ中央ぶどう果実品評会

◎農地転用とは、農地を住宅、店舗、事務所、駐車場、
資材置場などの用途に変更することです。農地転用
をするには、愛媛県知事への許可申請、または農業
委員会への届出の手続きが必要です。
◎農地を一時的に資材置場、駐車場、仮設事務所など
にする場合も許可が必要です。これらの許可を受け
ないで農地転用をすると、農地法違反となり、工事
の中止や原状回復などの命令がされる場合がありま
す。また、3年以下の懲役、または300万円以下（法
人は1億円以下）の罰金といった罰則が適用される
場合もあります。
※田を埋め立てて畑に転換する場合も手続きが必要です。
※市街化区域内の農地転用は事前に農業委員会へ届出
が必要です。

お問合せ先

農業委員会事務局　農地調整・転用担当
(TEL 089-948-6630)

お知らせ

または

お問合せ先

松山市農林水産振興課 農地保全担当（TEL 089-948-6192）

●法令の改正により、令和７年４月から、農地の貸借等は、農地中間管理機構が仲介
　する方式になります。 
●農地法（第3条）に基づいて賃借、売買などを行うことは引き続き可能です。
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市 農業委員会の決定を経て公告
（利用権設定）

地域の話し合いに基づき、農地一筆ごとの
農地利用の姿を明確化した地域計画を策定
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市で受付・計画案作成

第17回 まつやま農林水産まつり
令和６年度

　令和7年2月16日㈰、大街道商店街で「第17回 
まつやま農林水産まつり（松山市農業委員会後援）」
が開催されました。主に松山市内でとれた旬の野菜
や果物、海産物や加工品等が販売され、農業用ドロー
ンの展示、体験なども行われました。
　また、豪華景品が当たるクイズラリーには、幅広い
世代の方々が参加し楽しんでいました。
　今回は、同会場で「ご当地こなもんサミット2025 
in 松山」、「マツワカドリームセッション」が同日開催
され、大街道全体で賑わいをみせていました。
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生産緑地地区とは生産緑地地区とは

○発　行　日 月４回金曜日
○購　読　料 月額 700 円（送料共）
○お 問 合 せ 農業委員会事務局
 TEL 089－948－6628

全国農業新聞
営農に役立つ情報が満載！

開催予定日申請締切日
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生産緑地地区に指定されると生産緑地地区に指定されると

指 定 要 件指 定 要 件

３　畑（樹園地）の部
締結（公告）された地域

旧松山市
旧北条市
旧中島町 該当なし

平均額 最高額 最低額 件数

２　畑（普通畑）の部
締結（公告）された地域

旧松山市
旧北条市
旧中島町 該当なし

平均額 最高額 最低額 件数

１　田（水稲）の部
締結（公告）された地域

旧松山市
旧北条市
旧中島町 該当なし

平均額 最高額 最低額
　　　8,400円
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18,800円
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4,200円
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68件
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10,000円
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10,000円
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4件
8件
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10,100円
31,200円

4,000円
10,100円
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6件
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令和７年度 総会予定令和７年度 総会予定

お問合せ先 農業委員会事務局  農政担当
（TEL 089-948-6628）

農業者年金で安心で豊かな老後を！

知って得する！農業者年金
農業者の方は、国民年金の
上乗せの公的な年金

※農業者年金に加入できる方の要件は以下の通りです。
◆年間60日以上農業に従事している方で、
◆国民年金第１号被保険者（60歳未満）又は、
　国民年金の任意加入者（60歳以上65歳未満）

検 索農業者年金基金

https://www.nounen.go.jp
詳しくは

終身年金で
安心！

農業者なら
誰でも入れる

一定の要件を
満たす方には、
月額最大

保険料は

など、生涯を通じて
大きな節税効果！

「終身年金」 １万円の
保険料補助

全額社会保険料
控除の対象

です！

　農業委員会は、令和７年度から新規就農者等のために耕作放棄地の再生を行
うJA等の関係機関に対し、耕作放棄地の再生作業に要した経費の一部を支援
する「農地再生チャレンジ支援事業」を開始します。
　JA等の関係機関は、農業委員会から提供された耕作放棄地の情報をもとに、
新規就農者が希望する農地の条件とマッチングを行い、再生する耕作放棄地を
選定します。
　農業委員会の支援のもと、JA等によって再生された農地は、農地中間管理
機構をとおして新規就農者等に無償で貸付けされ、長期間にわたって営農利用
されます。
　この取り組みにより、農地利用のさらなる最適化と新規就農者の確保を推進
します。

　昨年実施した「松山市農業経営アンケート」には、多くの農業者の皆様にご回
答をいただき、地域における協議や地域計画の作成に活用することができました。
　地域計画は定期的に見直す必要があるため、今後も農業者の皆様へのアンケー
トを実施する予定としています。お手元にアンケートが届いた場合は、次回もご
協力いただきますようお願いします。

生産緑地制度について

「松山市農業経営アンケート」へのご協力ありがとうございました
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